
 

 

日本郵政共済組合「2025年度 被扶養者資格確認」未提出の組合員の皆さまへ 
 
 
 
 
 

１ 概要  

2025年 9月 24日（水）から実施している 2025年度 被扶養者資格確認※1（提出期限 

10月 31日(金)）の未提出者におかれましては、11月中に督促を行いましたが、依然未提

出の方が見受けられます。 
 

12月 19 日（金）現在で提出が確認できない方について、2026年１月８日（木）以降に

所属の長を通じて「被扶養者資格確認」の書類提出のお願い（被扶養者の職権取消等予告

通知）が交付されます。 

上記通知後も必要な書類が提出されない場合は、被扶養者証（保険証）及び有効期限

内の資格確認書（以下、「被扶養者証等」という。）を無効とし、かつ対象被扶養者を「日

本郵政共済組合被扶養者認定基準」※2 第 18 条及び第 19 条の規定に基づき、日本郵政

共済組合の職権により、資格確認が完了しなかった調査対象期間の初日に遡及して認

定を取り消しすることになりますので、2026 年１月 30 日（金）までに必要な手続を行

ってください。 

  
※１ 被扶養者資格確認は会社が実施している扶養手当監査とは異なります。 

詳細は共済組合ホームページ「お知らせ」又は広報誌「ゆうせい共済」493号をご参照ください。 
＜ホームページ＞2025年９月 24日付 
            「2025年度 被扶養者資格確認の実施（一部対象者のみ）」 
＜広報誌＞ゆうせい共済 No.493 2025年９月１日発行 
 

※２ 「日本郵政共済組合被扶養者認定基準」について、詳細は共済組合ホームページ「被扶養者の資
格確認」解説の◆未提出の場合◆をご参照ください。 
＜ホームページ＞「日本郵政共済組合被扶養者認定基準」 

 

２ 共済組合の職権による認定取消しが確定した場合 

(1) 2026年 3月中に対象被扶養者の「資格喪失証明書」を送付します。 

(2) 対象被扶養者の有効期限内の資格確認書等を返納していただきます。 

(3) 遡及して認定を取り消すため、「資格喪失日以降に医療機関等で使用した医療費の内、 

 共済組合が負担した額」を返還していただきます。 

３ その他  

(1) 被扶養者が認定要件を欠いた場合は、組合員は遅滞なくその事実を申告し、被扶養者

認定の取消しを行う義務がありますので、【取消用】被扶養者等申告書等の書類を提出

してください。 

(2) 被扶養者の資格確認は法定事項であり、所要の手続等を怠り資格確認を受けていない

にもかかわらず被扶養者証等を不正に使用することは違法行為となるので、ご注意く

ださい。 
照会先：日本郵政共済組合コールセンター 

    ℡：0120-97-8484（9:00～18:00土、日、祝日及び 

年末年始(12/29～1/3)を除く） 

「被扶養者資格確認」の書類提出のお願い 

(被扶養者の職権取消等予告) 

日本郵政共済組合からのお知らせ 

https://www.yuseikyosai.or.jp/term/kakunin.html?t=02
https://www.yuseikyosai.or.jp/term/kakunin.html
https://www.yuseikyosai.or.jp/information/2025/09/24/2025_2.html
https://www.yuseikyosai.or.jp/yuseikyosai/docs/pamph_493.pdf
https://www.yuseikyosai.or.jp/information/hifuyosha_nintei_kijun2302.pdf
https://www.yuseikyosai.or.jp/shikumi/hifuyosha-torikeshi.html
https://www.yuseikyosai.or.jp/shikumi/hifuyosha-torikeshi.html

